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４グループごとに公衆の線量を推定国際機関による評価 

グループ 地 域 公衆の線量評価における空間解像度

１
人々が事故後、数日から数
か月の単位で避難した福島
県の地区

18の避難シナリオで特定された各地区における典型
的な場所を使用

２

避難が行われなかった福島
県の行政区画

外部経路及び吸入経路については行政区画レベル
（各１km格子点で推定値に基づき行政区画レベル
での平均値を算出）
経口摂取経路については県レベル

３

福島の隣接県（宮城県、栃
木県、群馬県、茨城県）又
は福島県に近い県（岩手県
と千葉県）

外部経路及び吸入経路については行政区画レベル
（各１km格子点で推定値に基づき行政区画レベル
での平均値を算出）
岩手県における経口摂取による推定被ばく線量はグ
ループ４と同じ、他の５つの県については、５つの
県の平均に基づいた

４
その他の都道府県全て 外部経路及び吸入経路は県レベル

摂取経路についてはその他全ての都道府県平均

線量評価のための地域区分


